
令和８年度 長野県林業大学校学生募集要項（再募集）  
 

１ 募集人員及び修業年限 

(1) 募集人員 若干名(林業専門課程林学科) 

(2) 修業年限 ２年 

２ 一般入学試験（再募集） 

(1) 出願資格 

次のいずれかに該当する者（令和８年３月 31 日までに該当する見込みの者を含む。）とする。 

ア 学校教育法(昭和 22 年法律第 26 号)による高等学校又は中等教育学校を卒業した者 

イ 学校教育法第 90 条第１項に規定する通常の課程による 12 年の学校教育を修了した者（通常の課程以

外の課程により、これに相当する学校教育を修了した者を含む。） 

ウ 学校教育法施行規則（昭和 22 年文部省令第 11 号）第 150 条の規定により高等学校を卒業した者と同

等以上の学力があると認められる者 

 

(2) 出願手続 

ア 提出書類 

(ｱ) 入学願書（本校所定の様式による。） 

(ｲ) 調査書（最終学校の長が作成したもの。ただし、廃校、り災その他の事情によってこの調査書が得

られない者にあっては、卒業証明書及び成績通知票の写し又はこれらに相当する書類をもってこれに

代えることができる。） 

(ｳ) (1)のウに該当する者にあっては、その事実を証する書類 

(ｴ) 面接カード（本校所定の様式による。） 

(ｵ) 受験票交付用封筒（長形３号封筒に出願者の住所、氏名、郵便番号を明記のうえ、110 円切手を貼

ったもの。） 

(ｶ) 小論文（「森林・林業に関わる自分の将来について」をテーマとし、原稿用紙（本校所定の様式に

よる。）に 800 字以内の手書きで記述したもの。） 

  イ 受験料 

受験料（2,200 円）は、長野県収入証紙により（入学願書の所定欄に貼って、消印しないこと。）納付

すること。 

ただし、県外に在住するなど長野県収入証紙を購入することが困難な場合は、郵便小為替(2,200 円分)

を提出書類に添えて提出することにより納付することができるものとする。 

ウ 受付期間 

令和８年１月５日(月)から１月９日(金)まで(受付時間は午前８時 30 分から午後５時 15 分まで)とす

る。 

        郵送による場合は、令和８年１月９日(金)までの消印のあるものに限り受け付ける。 

エ 提出先 

長野県木曽郡木曽町新開 4385-1（郵便番号 397-0002） 

長野県林業大学校 

オ 受験票の交付 

入学願書を受理したときは、後日受験票を交付する。 

 

(3) 入学審査 

     入学審査は、小論文（事前提出）及び人物考査とし、次により実施し選抜する。 

ア 期日及び場所 

(ｱ) 期日 令和８年１月 17 日（土） 

(ｲ) 場所 長野県林業大学校 

イ 小論文（200 点） 

テーマ「森林・林業に関わる自分の将来について」（事前提出）（上記２(2)ｱの提出書類と一緒に提出

してください） 



 

ウ 人物考査（200 点） 

面接 

 

 (4) 合格発表 

令和８年１月 23 日(金)午前９時に長野県林業大学校に掲示するほか、本人に通知する。 

また、本校ホームページ(http://www.pref.nagano.lg.jp/ringyodai/index.html)に掲載する。 

なお、都合により入学を辞退する場合は、令和８年１月 30 日(金)までに入学辞退届（本校所定の用紙に

よる。）を提出するものとする。 

 

 (5) 追加合格 

(4)の入学辞退届の提出期限後、入学予定者が募集人員に達しない場合は、追加合格を行うことがある。 

４ その他 

入学願書用紙等の請求又は試験についての問い合わせは、長野県林業大学校（電話 0264-23-2321）に行う

こと。 

郵送により入学願書等の用紙を請求する場合は、請求者の住所、氏名、郵便番号を明記のうえ、180 円切

手を貼った角形２号封筒を同封すること。 

５ 個人情報の取り扱い 

  入学志願者から提出された入学願書、調査書等に記載されている個人情報並びに入学者選抜を通じて林業

大学校長が取得した個人情報は、次の目的以外には利用しない。 

(1) 入学者選抜の資料及び入学手続に係る業務 

(2) 入学後の教育及び指導 

(3) 授業料の減免申請の審査 

(4) 奨学金及び給付金申請の審査 

(5) 林業大学校の教育制度及び入学者選抜制度の改善のための調査及び研究 


